
北海道社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会 

令和３年２月 議事概要 

 

１ 開催方法 

  北海道社会福祉審議会運営規程第５条第３項に基づき、審査部会長及び各委員との調

整の結果、開催が困難と認められるため、持ち回りにより審査を実施した。 

  なお、本審査部会は審査内容に個人情報を含むため、非公開とする（北海道情報公開条

例第 10条第１号に該当）。 

 

２ 審査内容 

 (1) 身体障害者の障害程度の審査に関すること 

 (2) 身体障害者福祉法第 15条第２項の規定による医師の指定に関すること 

 (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 59条第１項の規定

による指定自立支援医療機関（更生医療・育成医療）の指定に関すること 

 (4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 27 条及び第 28 条の規定による障害児福

祉手当及び特別障害者手当の障害程度の認定等に対する不服申立に関する調査審議に

関すること 

 

３ 開催状況 

  別紙１のとおり 

 

４ 次回開催予定 

  令和３年３月 18日から令和３年３月 26日 

 



別紙１
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委員氏名 審査場所

○鄭　漢忠

審査日
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北海道大学

白石　秀明 北海道大学病院

岩崎　倫政
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諮問日
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決定・指定等 却下等

橋本　直樹 北海道大学

川田　浩克

竹政　伊知朗

２　審査結果等
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諮問件数
（ ）はうち

前回からの継続
備考
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札幌医科大学附属病院

札幌医科大学

旭川医科大学

北広島病院

令和3年2月15日 令和3年2月20日
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(1) 身体障害者の障害程度の審査に関すること
(2) 身体障害者福祉法第15条第２項の規定による医師の指定に関すること
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第１項の規定による指定自立
　支援医療機関（更生医療・育成医療）の指定に関すること
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第27条及び第28条の規定による障害児福祉手当及び特別障
　害者手当の障害程度の認定等に対する不服申立に関する調査審議に関すること
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１　審査実施日等

答申日

審査内容　※１
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２　審査結果等


